
奨学生番号               

意 思 確 認 書 
 

私は、鹿沼市奨学金貸付条例施行規則に従い、 

市内定住減免制度を申請する意思があることを署名・押印します。 

     

令和  年  月  日  

 

 

住所                   

 

氏名                 ㊞ 

 

 

【減免要件】 

（１）鹿沼市に住所を有する者 

（２）高校又は大学等を卒業した翌月から 1年以内に鹿沼市に定住し、奨学金返還開 

始から 5年間継続して市内に居住していること 

（３）県内の事業所等に勤務し、又は県内で事業を営む者であること 

（４）奨学金の返還期間が高校卒業者は 6年、大学等を卒業した者は 8年以上であっ 

て、月賦払いにより返還すること 

（５）市税及び奨学金の返還金に滞納がないこと 

 

【注意】 

・意思確認書提出後、申請書の提出がないと正式な決定にはなりません。 

 

・鹿沼市奨学金返還支援補助金（経済部産業振興課 所管）との併用はで 

きません。 

 

・意思確認書提出後、減免申請をされない場合は連絡不要です。 


